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【社会的な貢献】

研究成果の発表件数が減少している。指摘事項２

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

政策研究機関としての使命を一層果たす観点から、平成１８年度以降特に、

政策の企画立案を行う行政部局からの要請（課題）への対応を強化していると

ころである。一方、行政部局からの要請への対応のための課題が増加し、行政

機関との連携の場面が増えると、学術的に評価される研究の推進に影響が及ぶ

ことが懸念され、現在は研究所全体の方向が大きく転換する過渡期にある。

このため、行政との連携等新たな取組みの定着度合い等も勘案しながら、課

題設定の方法の改善や課題数の適正化を図るとともに、行政からの転入者や若

手研究員の指導の強化により発表力を高め、行政向けの成果と学術的な成果の

バランスを図りながら、学会誌、各種雑誌、行政向け資料等を合わせたトータ

ルの研究成果の発表件数の増加を目指す。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・学会誌への発表数については、１７ ・政策研究課題の成果を学術的評価に

年度から１８年度にかけて減少したも も耐え得る水準に高めつつ、研究所の

のの、１９年度の発表数は１８年度と 機関誌への投稿を促すとともに、学会

ほぼ同じ水準を維持。 誌や研究課題に関連する外部機関の機

関誌・専門誌等への投稿も促進し、発

表数が増加するよう取り組んでいると

ころ。

これにより、雑誌、学術的単行本、

口頭発表を合わせたトータルの発表件

数は増加。(１８年度１９８件、１９

年度２１３件、２０年度２２１件)

２０年度の学会誌への発表数について

は１９年度とほぼ同じ水準を維持。

・２０年度の実施課題数については、 ・２１年度の実施研究課題数について

、 。発表に耐えうる成果を増やす観点か は さらに絞り込んで１３課題で実施

ら、マンパワー等を考慮し１６課題に

減らした。 ・研究所の学術的機関誌である『農林

水産政策研究』は、研究員の投稿を促

進し、第１４号を２０年７月、第１５

号を２１年６月に刊行。
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なお、現在、投稿された原稿が６本あ

り、このうち３本については査読が終

了し、残りの３本を査読中。
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【機関運営の状況】

（１）課題設定及び研究実施等における行政部局との連携状況

指摘事項１ 食の安全・安心確保のためのシステム構築に一段の努力が必要。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

食の安全・消費者の信頼の確保のための政策に関する課題については、消費

者の関心の高い や食品表示等に関する課題について、政策の社会的背景やGMO
合意形成プロセスの分析、政策による経済的効果の把握、安全や安心に関する

消費者や製造業者の意識構造の解明等といった社会科学的視点からの研究を推

進する。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・１９年度課題として以下を実施。 ・２０年度においても左記研究成果を

「食品に対する消費者の信頼の確保の 活用。

ための取組に資するフードシステム実

態の分析」を設定し、加工食品の原産

地表示の影響や消費者の食品製造業者

等に対する意識等について分析。これ

による、法令遵守が消費者の安心感に

及ぼす影響の分析結果の一部は、行政

部局による食品企業を対象としたセミ

ナーの資料等で活用。
「諸外国の遺伝子組換え生物に関する新

たな規制及び表示制度の比較・分析」を

設定し、 における共存ルールの策定EU
。動向と政策合意プロセス等について分析

本研究の成果は、農林水産省の遺伝子組

換え農作物等の取扱いに係る省内幹部ク

。 、ラスの政策検討の場において報告 また

農林水産省が行う、 に対する国民GMO
の理解醸成のためのコミュニケーション

の場等で使用する基礎資料として活用。
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【機関運営の状況】

（１）課題設定及び研究実施等における行政部局との連携状況

指摘事項２ プロジェクト研究については、行政部局との連携状況が不十分。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

プロジェクト研究の課題については、行政部局からの要請がほとんど出ない

状況 その背景として 研究の実施期間を３年間としているため 行政部局 原。 、 、 （

課）が必要とする短期的な成果とプロジェクト研究で想定する一歩先の政策の

企画立案を見据えた成果とが乖離しがちであることが一因と考えられる。

このため、行政部局に対して、中長期的視点に立ったプロジェクト研究の有

用性について説明し、その理解を得つつ、プロジェクト研究の予算要求、課題

。設定及び当該年度の実行計画作成の各段階から行政部局との連携の促進を図る

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・１９年度に実施した４つのプロジェ ・２０年度においては、左記の取組を

クト研究においては、課題設定及び当 更に推進。この結果、行政部局との連

該年度の実行計画作成段階から行政部 携状況に対する関係部局の評価は更に

局との連携の促進を図るとともに、研 向上。

究実施段階において庶務課長会議への

中間報告等に合わせて進捗状況や研究

内容について協議を行う等により連携

を充実強化。この結果、行政部局との

連携状況に対する関係部局の評価も向

上。
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【機関運営の状況】

（１）課題設定及び研究実施等における行政部局との連携状況

指摘事項３ 定量的な分析が必要な研究において一部情報提供されていないケ

ースも見られる。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

研究に必要なデータのうち行政部局が保有するデータを活用できることが、

国に所属する研究所の利点の一つであり、また、研究の効率性を向上させる上

でも重要である。

このため、研究実行計画作成段階から、分析内容の検討に合わせ、行政部局

が有しているデータの提供を要請し、確保するよう努めているところである。

今後とも研究に必要なデータの確保に向けて、必要に応じ政策課を通じて関係

部局への働きかけなども行っていく。

、 、 、また 研究成果については 行政部局における企画・立案に活用されるよう

中間的報告を含め、適時・適切に情報提供を行っていく。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・１９年度の研究課題については、研 ・引き続き同様の取組を実施。

究実行計画作成段階において、分析内

容の検討に合わせ、行政部局が有して

いるデータの提供を要請し、確保。

また、課題設定をはじめ、中間報告、

最終報告など行政部局との密接な連携

のもとに行っており、研究成果につい

て適時・適切に情報提供を行ったとこ

ろ。
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【機関運営の状況】

（２）人材の養成・確保、流動性の促進への取組、外部の関係者等と

の連携状況

指摘事項１ 外部研究機関との連携や共同研究はほとんど未達に終わった。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

より効果的な研究の推進を図る観点から、政策研だけでは十分な対応が困難

とみられる研究課題について、外部研究機関との連携等を積極的に推進する。

なお、平成２１年度からは、新たに大学等外部研究機関を対象とした競争的

研究資金制度を創設するよう予算要求することとしており、こうした新たな研

究の枠組みの運用等を通じても、外部の研究機関との連携強化が図られるもの

と考える。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・ 経営安定プロジェクト において ・２０年度においても、６月に仙台、「 」 、

地域別・類型別に網羅した形で集落営 岡山で、研究ネットワークの参加研究

農組織等の定点観測を行うため、都道 者が各自の研究成果を持ち寄って検討

府県の普及組織、大学や独法の試験研 会を開催するとともに、研究ネットワ

究機関の研究者等の参画を得て構築し ークを活用して、現地調査を実施。ま

た研究ネットワークを活用して、現地 た、行政部局（経営局経営政策課）が

調査を実施するとともに、１９年２月 関係団体を参集して実施する集落研究

に参加研究者を招へいし検討会を開 会に参画。

2009催 （別紙１０参照） これらの研究成果については、。

年度日本農業経済学会大会（２１年３

月）において、当所が企画した特別セ

（「 」）ッション 集落営農の発展と法人化

（ ） 、において報告 別紙７参照 したほか

プロジェクト研究資料として２１年３

月に刊行。

また、２１年７月に研究ネットワー

クの参加者が各自の研究成果を持ち寄

って検討会を開催。

・２０年１１月の政策研西ヶ原本所の

霞が関地区への移転（合同庁舎４号館

で分室と一体化）を契機に、霞が関地
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区にある他省庁の政策研究機関との連

携等についても積極的に取り組んでい

く。

・２１年度からは新たに大学等外部研

究機関を対象とした競争的研究資金制

度を創設しており、こうした新たな研

究の枠組みの運用等を通じても、外部

。の研究機関との連携強化を図っていく
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集落営農組織等調査のための研究ネットワーク

農林水産政策研究所

地域別・営農類型別に網羅した形で集落営農組織等の定点観測を行うため

に、政策研は、道府県の普及組織及び大学等試験研究機関の研究者の参画を得

て、研究ネットワークを構築して詳細な調査を継続的に実施する。

現時点での研究ネットワーク参加者は別添のとおり（随時追加予定 。）

研究ネットワークは、普及組織からの推薦や政策研が独自の開拓で確保した

全国約１００の集落営農組織等を対象に共通フォーマットによって調査を実施

するとともに、研究ネットワークに参加する研究者には、この約１００に対す

る調査に加えて、各地域で地域の課題に応じた集落営農等の調査を追加で実施

してもらう。

政策研は、共通フォーマットにより集積された調査結果のデータベースを構

築し、構築されたデータベースを基に比較分析を実施する。研究ネットワーク

に参加する研究者は、政策研の了承の下にそのデータを利用するとともに、共

通フォーマット以外の点についても、各地域で独自の調査を追加で行い、地域

特有の課題等について研究を実施する。

政策研は、全国的な比較分析及び各地域別の分析を総括するとともに、共通

の分析の視点を持つため、あるいは、調査結果についての共通の認識を持つた

め、研究ネットワークに参加する研究者による研究会を年１回開催する。

調査対象集落営農組織

組織Ｋ

組織Ｌ

組織Ｍ

県農試

組織Ｎ

組織Ｏ

組織Ｐ

普及

組織Ｅ

組織Ｆ

組織Ｇ

独法

組織Ｈ

組織Ｉ

組織Ｊ

大学

調査依頼 データ集約

組織Ａ

組織Ｂ 組織Ｃ

組織Ｄ

政策研
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【機関運営の状況】

（２）人材の養成・確保、流動性の促進への取組、外部の関係者等と

の連携状況

指摘事項２ 新規採用が０というのは評価を下げ、将来的な人材確保の観点か

ら残念。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

研究所の活性化や継続的に研究水準の維持向上を図る上で、年齢構成上もバ

ランスのとれた人員を確保することが重要である。このため、研究職定員（５

０人）を勘案すれば、毎年１名以上の新規採用が望ましく、引き続き新規採用

の確保に努める。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・２０年度の新規採用を本省に対して ・２１年度の新規採用を本省に対して

要求 新規採用は認められなかった 要求（新規採用は認められなかった 。（ ）。 ）

２２年度の新規採用についても本省に

対して要求。

・公募方式による選考採用により主任 ・２０年度からプロジェクト研究「世

研究官(韓国農業、食品安全分析の専 界の食料需給の中長期的な見通しに関

」 、門家）１名を１９年１１月に新規研究 する研究 が開始されることを踏まえ

員として採用 「二国間農業交渉の戦 その体制整備を図るため２０年７月に。

略的対応に資するための国際的な農業 公募式による選考採用により主任研究

・農政動向の分析」担当チームに配属 官１名（国際需給モデル）を新規に採

し、韓米 に関する情報分析等を 用。FTA
。行った

・アメリカ農業に関する研究体制を強

化するため、２０年７月に任期付任用

１名（アメリカ農業）を新規に採用。

２１年４月に任期付任用２名（環境、

地域活性化）を新規に採用。

・大学院生等を研究補助者として活 ・引き続き同様の取組を実施。

用、日本学術振興会特別研究員の受入

等、研究所の定員外の人材の確保を実

施。
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【機関運営の状況】

（２）人材の養成・確保、流動性の促進への取組、外部の関係者等と

の連携状況

指摘事項３ ４名づつの調整官と調査官は過大ではないか。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

農林水産省に所属する政策研究機関である農林水産政策研究所が推進する政

策研究においては、行政部局との連携が極めて重要であり、このことが他の研

究機関（大学、独法、民間研究所）と大きく異なる点の一つである。

行政部局との連携については、課題設定の段階から研究実行計画の作成、研

究の実行、研究成果の取りまとめおよび発表の各段階において、研究、行政双

方の立場やニーズを熟知した上でのきめ細かな連絡調整が必要であり、１課題

ごとに相当な時間を要する。こうした行政との連絡調整を、調整官・調査官が

ペアとなって４課題から５課題担当しており、相当な業務量となっている。

また、調整官・調査官は、研究課題の候補選定のために必要な膨大な行政情

報の収集・整理・分析や、プロジェクト研究をはじめとする毎年度の予算要求

事務を担当しているほか、アンケート調査の実施や集計作業等研究に必要な研

究データの収集・整理を担っている。

加えて、客員研究員の参画や外部研究機関との連携のために必要となる連絡

調整も調整官・調査官が行っているが、対応すべき研究課題が多様化しつつあ

る中で、外部機関と多様な形で連携した研究の取り組みについてますます積極

的に対応していく必要があると考えている。

さらに今後は、社会への発信力をより向上させるため、プレスリリース等に

よる成果の公表に積極的に取り組む予定であり、そのためのインパクトのある

資料作成等において、行政部局との調整業務を含め、調整官・調査官が重要な

役割を担うと考えている。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

、・調整官・調査官は、行政部局との多 ・左記の取組を更に推進するとともに

様な調整業務、研究課題の候補選定に 調整官・調査官が中心となりプレスリ

必要な行政情報の収集・分析、研究デ リース等による成果の公表を実施中。

ータの収集・整理、外部研究機関との

連携に必要な調整業務等を実施。
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【機関運営の状況】

（２）人材の養成・確保、流動性の促進への取組、外部の関係者等と

の連携状況

指摘事項４ 他省庁との交流や民間との交流についても尽力してほしい。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

他省庁との交流については、農林水産省から他省庁に出向していた者が転入

してくる例はあるものの、本来の意味での交流はこれまでほとんど取り組んで

こなかった。

このため、今年の秋に霞が関地区に移転することを契機として検討を進めた

い。

民間との交流については、研究員を人事交流させるなど民間研究機関等との

交流を実施してきており、引き続き積極的に対応していく。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・研究および行政経験を活かした大学

院生等の指導を行うため、東京農工大

学へ１名転出。

・政策研研究員の現場に即した金融研 ・２１年度においても同様の取組を実

究の機会の充実と、農林中金総研研究 施。

員に現地調査経験を積ませるため、１

８年度に引き続き、１９年度において

も農林中金総合研究所との間で１名を

相互交流。

・産業連関分析の強化を図るため、２

０年１月に文部科学省科学技術政策研

究所から１名転入。

・２０年４月に環境問題の専門家とし ・２１年６月に、派遣職員としてアジ

て 事務局へ１名派遣。 ア生産性機構事務局へ１名派遣。OECD

・独立行政法人との人事交流として以 ・２１年度においても、農研機構から

下を実施。１８年度から引き続き、２ ３名転入（１名転出 。）

０年度においても、農研機構との間で
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各１名を相互交流 （畜産経済の専門。

家の転入、東南アジア農業の専門家の

転出 。１７年度から引き続き、２０）

年度においても、国際農林水産業研究

センターへ１名転出（環境問題の専門

家）

・海外の農業分野の若手研究者や行政 ・引き続き、研修生の受入を実施（京

、 、 （ ））。官に日本農業の実情を習得させ また 都大学大学院生 ２０年９～１１月

実務経験を体験させることにより、人

的及びその所属機関との連携を強化す ・２１年度からは新たに大学等外部研

る た め 、 研 修 生 の 受 入 を 実 施 究機関を対象とした競争的研究資金制

（ 国際開発研究大学院 度を創設しており、こうした新たな研GRIPS/FASID
生、 駐日代表部書記官 。 究の枠組みの運用等を通じても、外部EU ）

。の研究機関との連携強化を図っていく
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【機関運営の状況】

（３）研究課題に応じた機動的・効果的な体制の確保

指摘事項３ 研究員の資質向上のために、自己研鑽の機会等の充実にも一層の

配慮が必要。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

、 、 、研究員の研究能力の向上を図るため 従来から 学会や各種研修会への参加

、 、学会報告 留学等多様な手段を活用した自己研鑽を進めてきたところであるが

今後、さらなる資質向上のため、このような機会を研究員に対して積極的に与

える。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・各種学会への参加を積極的に奨励 ・引き続き同様の取組を実施 （２０。

（学会参加費等を助成 。(１８年度は 年度は２６学会に延べ６２名が参加））

２５学会に延べ５６名が参加、１９年

度は２５学会に延べ６７名が参加）

・各種研修会への参加を奨励 （GTAP ・引き続き同様の取組を実施 （統計。 。

モデルの習得（米国パデュー大学、１ 解析及び計量経済手法の習得（統計数

９年８月～１０月 、統計解析及び計 理研究所、２０年７月 、経済理論研） ）

量経済手法の習得（統計数理研究所、 修｢実験経済学｣(経済社会総合研究所、

１９年７月）等） ２１年２月)、多変量解析法(統計数理

研究所２１年７月)等）

・研究員にはできるだけ早い時期に学 ・引き続き同様の取組を実施 （２１。

位を取得するよう指導し、専門分野を 年７月現在の学位取得者は１９名）

踏まえたチーム配置、行政部局への出

向時期等を配慮。(２０年７月現在の

学位取得者は１５名）

・２０年度から人事院の制度を活用 ・２１年度においても左記の制度を活

し、政策研究大学院大学博士課程に１ 用し、政策研究大学院大学博士課程に

名派遣。 新たに１名派遣。

・２１年１月に、乳製品等の計量モデ
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ル分析の専門家として行政部局へ１名

転出 （その後、コーネル大学の招へ。

い研究員として、更なる自己研鑽を実

施中）
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【総合評価】

指摘事項１ とりわけ注目されるような研究成果が見られない。特に、今後の

世界食料需給の予測に対する行政部局の評価が高くないのは残念

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

政策展開の一歩先を見据えた課題について、プロジェクト研究や所内プロジ

ェクトで国民からのニーズも踏まえた課題設定に努める。また、国民の関心の

高い世界の食料需給については、我が国独自の需給モデルを構築し、中長期的

な予測を行うなど重点的な取り組みを行う。

○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・課題設定にあたり、行政からのニー

ズに加え、国民生活や農業農村に及ぼ

す影響が大きく社会的ニーズも高いと

みられる課題設定に努める。

・農林水産政策の大きな政策転換とし ・プレスリリース等を通じて研究成果

て注目を集めた品目横断的経営安定対 の社会への情報発信に努める （ 経営。「

策プロジェクト研究（ 経営安定プロ 安定プロジェクト」の研究成果につい「

ジェクト 、農林水産環境政策に関 て、２０年８月１２日、２１年７月３」）

するプロジェクト研究を１９年度から 日にプレスリリースを実施。日本農業

開始。 新聞等に掲載 （別紙２、５参照））

・食料輸入国としての立場から、今後 ・我が国独自の国際食料需給モデル開

の中長期的な世界食料需給を的確に見 発に本格的に取り組んでおり、社会的

通すための我が国独自の国際食料需給 にも大きな関心のある世界食料需給に

モデルを開発するためのプロジェクト ついて、このモデルを活用した中長期

研究予算を新たに要求し、２０年度か 的な見通しを行い、公表 （｢ 年に。 2018
ら実施（ 世界の食料需給の中長期的 おける世界の食料需給見通し－世界食「

な見通しに関する研究 。 料需給モデルによる予測結果－」を２」）

１年１月１６日に共同記者会見。全国

紙、地方紙、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾆｭｰｽ等多数掲載。

また 「バイオ燃料原材料農産物の需、

要拡大が農産物の国際価格に及ぼす影

響」を２１年１月３０日にプレスリリ

ース 日刊工業新聞外２誌に掲載 別。（ ）（

紙３、４参照）
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これらに関する記事を中心に、新聞

への掲載数は１９年度の５倍を超え、

飛躍的に増加。

・国民的な関心の高い課題について研 ・引き続き同様の取組を実施 （坂内。

究を充実させるとともに、その成果に 久・大江徹男編『燃料か食料か－バイ

ついてわかりやすい内容で発表 （小 オエタノールの真実－ （２０年７月）。 』

泉達治『バイオエタノールと世界の食 当所研究員（清水純一、伊藤正人）が

料需給 （１９年９月） 分担執筆者として参画。藤島廣二・小』

林茂典『業務・加工用野菜－売れる品

質・規格と産地事例－ （２０年１１』

月）発刊。小泉達治『バイオエタノー

ルと世界の食料需給 （１９年９月 ）』 ）

を加筆修正し、わかりやすく記述した

普及版の発行を準備中）
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【総合評価】

指摘事項２ 社会的な貢献の面では、マスメディアへの受身の対応ではなく、

研究成果を積極的に情報発信していくことも今後考慮すべきでは

ないか。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

（ 社会的貢献】の指摘事項１と同じ （再掲）【 。）

社会への発信力を高めるには、①国民生活や農業農村に及ぼす影響が大きい

重要な政策課題に関連する研究成果について、②わかりやすい内容で、③タイ

ムリーに、かつ幅広く、発信することが重要である。

このため、短期的には、課題選定にあたり、その時々の重要な政策課題に対

応した研究課題の設定に努めるとともに、研究成果を積極的にプレスリリース

するなどにより新聞やテレビを通じた発信力の向上を図る。中期的には、国家

公務員としての職務専念義務のため就業時間内は兼職・兼業ができないといっ

た制約があるが、講演会、シンポジウム等への参画等により研究成果等をわか

りやすく説明する機会を増やし、研究員一人ひとりの情報発信力を強化する。

また、当所のホームページ等を活用し、社会的に関心の高い事項やタイムリー

な政策課題の研究を行っている当所研究員及びその研究成果を対外的に広くア

ピールするなどの情報発信の工夫を行い、社会的にも知名度の高い研究員の育

成につなげていく。

（同上、再掲）○具体的な取組

１９年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・広く社会への発信力を高めるため、

研究成果について、プレスリリースに

よる公表を積極的に実施。

２０年度については、

①「経営安定プロジェクト」の研究

成果を２０年８月１２日にプレス

リリース （８月１３日、２６日。

付け日本農業新聞に掲載 （別紙）

２参照）

②「 年における世界の食料需給2018
見通し－世界食料需給モデルによ

る予測結果－」を２１年１月１６

日に共同記者会見 （別紙３参照）。

全国紙、地方紙、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾆｭｰｽ等

多数掲載。

-42-



③「バイオ燃料原材料農産物の需要

拡大が農産物の国際価格に及ぼす

影響」を２１年１月３０日にプレ

スリリース （別紙４参照）日刊。

工業新聞外２誌に掲載。

これらに関する記事を中心に、新

聞への掲載数は１９年度の５倍を

超え、飛躍的に増加。

２１年度については 「集落営農組、

織の設立等が地域農業、農地利用集積

等に与える影響に関する分析」を２１

年７月３日にプレスリリース （別紙。

５参照）

・研究成果を活用して重要な政策課題

に対する意見等をマスメディアを通じ

て広く発信。

（テレビについては、２０年５月「国

」、 「 」、際食料需給 ７月 バイオ燃料関係

２１年１月「世界の食料需給見通しに

ついて」で３回出演。ラジオについて

は 「世界の食料見通しについて」で、

２１年２月に出演）

・社会的に関心の高い農業環境問題に ・２１年３月４日に 「北東アジア農、

ついて内外の専門家を招聘してシンポ 政研究フォーラム」の一環として日中

ジウムを２０年２月に開催し、政策研 韓シンポジウム（第６回）を東京で開

の最新の研究成果も発表 （別紙１参 催 （別紙６参照）。 。

照）

・ 年度日本農業経済学会大会にお2009
いて、当所が企画した特別セッション

（「 」） 。集落営農の発展と法人化 を開催
（別紙７参照）

・研究成果をタイムリーに情報発信す ・現在１９号まで発行。

るため、新たに｢農林水産政策研究所

だより」(原則毎月）を１９年７月か

ら発行。
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・研究活動、研究成果等をわかりやす ・メールマガジンの登録者数は２１年

くタイムリーに発信するため「農林水 ８月現在で約 名へ増加。6,500
産政策研究所ニュース （ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ）」

1,000を提供。登録者数が２年間で約

名増加 （約 名（１８年４月）。 5,000
から約 名へ（２０年４月 ）6,000 ）

・国民的な関心の高い課題について研 ・引き続き同様の取組を実施 （坂内。

究を充実させるとともに、その成果に 久・大江徹男編『燃料か食料か－バイ

ついてわかりやすい内容で発表 （小 オエタノールの真実－ （２０年７月）。 』

泉達治『バイオエタノールと世界の食 当所研究員（清水純一、伊藤正人）が

料需給 （１９年９月 ） 分担執筆者として参画。藤島廣二・小』 ）

林茂典『業務・加工用野菜－売れる品

質・規格と産地事例－ （２０年１１』

月）刊行。小泉達治『バイオエタノー

ルと世界の食料需給 （１９年９月 ）』 ）

を加筆修正し、わかりやすく記述した

普及版の発行を準備中）

・食料の輸入国としての立場から、今

後の中長期的な世界食料需給を的確に

見通すための我が国独自の国際食料需

給モデルを開発するためのプロジェク

ト研究（ 世界の食料需給の中長期的「

な見通しに関する研究 ）を２０年度」

から立ちあげ、その成果を｢ 年に2018
おける世界の食料需給見通し－世界食

料需給モデルによる予測結果－」とし

て、２１年１月１６日に共同記者会見

を実施。全国紙、地方紙、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾆｭｰ

ｽ等多数掲載。

・国家公務員としての兼職・兼業規制 ・引き続き同様の取組を実施。

等の制約の中で、研究員の専門性を活

かした、大学からの非常勤講師や外部

からの各種委員会委員委嘱の依頼、及

び外部からの研修や講演の講師依頼に

は、最大限対応。
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・当所ホームページについて、より見 ・社会的に関心の高い事項やタイムリ

やすくなるよう、文字の大きさ、色、 ーな政策課題の研究を行っている当所

レイアウト等に配慮して改善。 の研究員やその研究成果を対外的に広

くアピールすることを目的に、広報活

動のより一層の充実を図るため「広報

のあり方検討会」を設置。本省の広報

戦略企画官(民間からの出向者）から

広報のあり方の基本等について指導を

受けた上で、当所の効果的な広報のあ

り方について検討を行い、課題の把握

とその改善に努め、下記の取組を実施

中。

１． の改善： 別紙８参照）HP （

）「 」 。1 クローズアップ研究者 の掲載

研究者の知名度を上げるため、個

々の研究者を紹介するページを新

設。

「注目のキーワード」の掲載。2）
キーワードから当所の関連論文等

や本省の関連情報のリンク先に誘

導。

「 (よくある質問)」の掲載。3 FAQ）

２．アンケートの実施： 別紙９参照）（

）メールマガジン登録者を対象に1
Web広報のあり方全体についての

アンケートを実施(２１年５月２

８日～６月１２日 。）

）国民がどのような政策テーマに2
、関心があるかを直接把握するため

研究会の外部参加者に対し、アン

ケート調査を実施(２１年６月２

日より実施中 。）

３．パンフレット（要覧）の作成：

当所の概要や研究体制等を紹介する

パンフレットを作成中。

４．メールマガジン(登録者数２１年

８月現在で約 名) たより １6,500 、「 」（

９年７月から原則毎月発刊、現在１

９号）の編集企画について、より対
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外的な発信を意識して検討を実施。

今後も発信する情報内容等について

工夫を行う。
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